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財団法人  愛知県林業振興基金寄附行為 
 

             第１章    総      則 

  （名  称） 

第 １条  この法人は、財団法人愛知県林業振興基金という。 

  （事  務  所） 

第 ２条  この法人は、事務所を名古屋市中区丸の内三丁目５番１６号に置く。 

  （目  的） 

第 ３条  この法人は、林業の機械化の推進や担い手の育成など、本県林業の活性化に関する各種施策  

を計画的かつ継続的に実施し、本県林業の振興に寄与することを目的とする。 

  （事  業） 

第 ４条  この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

 （1）高性能林業機械の活用に関する事業 

 （2）林業の担い手の育成に関する事業 

 （3）林業についての普及啓発に関する事業 

 （4）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 

             第２章    資産及び会計 

  （資産の構成） 

第 ５条  この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 （1）設立当初の財産目録に記載された財産 

 （2）寄附金品 

 （3）資産から生ずる収入 

 （4）事業に伴う収入 

 （5）その他の収入 

 （資産の種別） 

第 ６条  資産は、基本財産及び運用財産の２種とする。 

２  基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 （1）設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 
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 （2）基本財産とすることを指定して寄附された財産 

 （3）理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３  運用財産は、基本財産以外の財産とする。 

  （基本財産の処分の制限） 

第 ７条  基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。 

    ただしやむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の 4 分の 3 以上の同意を得、

かつ、愛知県知事の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。 

  （資産の管理） 

第 ８条  資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 

２  基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他

確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。 

  （経費の支弁） 

第 ９条  この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 

  （予算及び決算） 

第１０条  この法人の収支予算は、年度開始前に理事会の議決により定め、収支決算は、年度終了後３

月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。 

  （長期借入金） 

第１１条  この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期

借入金を除き、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、愛知県知事へ届け出な

ければならない。 

  （会計年度） 

第１２条  この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

             第３章    役      員 

  （種別及び選任） 

第１３条  この法人に、次の役員を置く。 

 （1）理事  ８人以上１２人以内 

 （2）監事  ２人 

２  役員は、評議員会において選任する。 
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３  理事は、互選により理事長１人、副理事長２人及び必要に応じ専務理事１人を定める。 

４ 理事のいずれか１人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超 

えてはならない。 

５ 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 

６ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

 （職 務） 

第１４条  理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 

２ 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が   

あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。 

４ 専務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。 

５ 監事は、次の職務を行う。 

(1) 財産の状況を監査すること。 

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は愛知県知  

事に報告すること。 

(4) 前項の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、又は招集すること。 

 （任 期） 

第１５条  役員の任期は、２年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者

又は現任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 

３ 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行   

わなければならない。 

 （解 任） 

第１６条  役員は、次のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在

数及び評議員現在数の４分の３以上の同意により、これを解任することができる。この場合、その役

員に対し理事会及び評議員会において同意を得る前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

 （2）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。 
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 （報  酬） 

第１７条  役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支給することができる。 

２ 常勤の役員の報酬の額及び支給方法は、理事会の議決を経て、理事長が定める。 

 

第４章 理  事  会 

第１８条  理事会は、理事をもって構成する。 

 （機  能） 

第１９条  理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

  （1）事業計画の決定 

  （2）事業報告の承認 

  （3）その他この法人の運営に関する重要な事項 

 （招  集） 

第２０条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事の３分の１以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は速  

やかに理事会を招集しなければならない。 

３  理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示  

して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 

 （議  長） 

第２１条  理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 （定  足  数） 

第２２条  理事会は、理事現在数の３分の２以上の出席がなければ、開会することができない。 

 （議  決） 

第２３条  理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって

決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （書面表決等） 

第２４条  やむを得ない理由のため、会議に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事

項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この

場合において、前２条の規定の適用については、出席したものとみなす。 
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 （議  事  録） 

第２５条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

  （1）会議の日時及び場所 

  （2）理事の現在数 

  （3）会議に出席した理事の氏名（書面表決者及び表決委任者を含む） 

  （4）議決事項 

  （5）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨 

  （6）議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人２人以上が議長  

とともに署名しなければならない。 

 

             第５章    評議員及び評議員会 

 （評  議  員） 

第２６条  この法人に１２人以上２０人以内の評議員を置く。 

２  評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。 

３  評議員は、次に掲げる者のうちから理事会において選出し、理事長が委嘱する。 

  （1）愛知県の職員 

  （2）関係市町村の職員 

  （3）愛知県の林業関係団体の役職員 

  （4）学識経験のある者 

４  評議員は、評議員会を構成し、この法人の業務に関する基本的な運営事項に関し、理事長の諮問   

に応じ意見を述べることができる。 

５  評議員には、第13条第4項及び第15条から第17条までの規定を準用する。この場合において、  第

13 条第 4 項中｢理事｣とあるのは｢評議員｣と、第 15 条から第 17 条までの規定中｢役員｣とあるの      

は｢評議員｣と読みかえるものとする。 

 （評議員会） 

第２７条  評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の３分の１以上から会議の目的たる事

項を示して請求があったときに理事長が招集する。 

２  理事長は、次の事項を諮問しなければならない。 
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  （1）事業計画及び収支予算に関すること。 

  （2）事業報告及び収支決算に関すること。 

  （3）基本財産の処分及び長期借入金に関すること。 

  （4）その他理事会が必要と認めた事項 

３  評議員会の議長は、互選により出席した評議員のうちから選出する。 

４  評議員会には、第20条第 3項及び第22条から第25条までの規定を準用する。この場合において

これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読みかえる

ものとする。 

 

             第６章    寄附行為の変更及び解散 

 （寄附行為の変更） 

第２８条  この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の 4   

分の３以上の同意を得、愛知県知事の認可を受けなければ変更することはできない。 

 （解散及び残余財産の処分） 

第２９条  この法人は、民法第68条第 1項第 2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議

員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の３以上の同意を得、愛知県知事の許可

があったとき解散する。 

２  解散に伴う残余財産の処分は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在

数の4分の３以上の同意を得、愛知県知事の許可を受けて、この法人と類似の目的をもつ他の団体に

寄附するものとする。 

 

             第７章    事務局及び職員 

 （設  置  等） 

第３０条  この法人に事務局を置き、事務局に必要な職員を置く。 

２  事務局の職員は、理事長が任免する。 

 

             第８章    雑    則 

 （委  任） 

第３１条  この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。 



 

 
 

財団法人 愛知県林業振興基金 

役 員 名 簿 

 
平成２３年６月１０日現在 

  
役 職 名 氏    名 

理 事 長 

副 理 事 長 

副 理 事 長 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

専 務 理 事 

監 事 

監 事 

小 川 悦 雄 

三 浦 孝 司 

溝 田 大 助 

浦 井  巧 

佐 原 光 一 

柴 田 紘 一 

鈴 木 公 平 

横 山 光 明 

村 松 幹 彦 

平 田 喜 好 

中 根 芳 郎 

絹 川 純 一 郎 

尾 林 克 時 

熊 谷 清 彦 



平成２２年度（第１８年度）事業報告書 

（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで） 

I 庶務の概要 

１ 庶務事項 

年 月 日 事          項 

２２．５．１２ 高性能林業機械活用検討部会 

５．１９ 愛知労働局監査 

  ５．１４ 

５．１７ 

平成２１年度事業監査 

         〃           

５．２５ 第１回評議員会 

６． ８ 第１回理事会  

１１．１７ 愛知労働局上期分監査 

２３．２．１０ 第２回評議員会  

２．２２ 第２回理事会 

 



 

Ⅱ  事業活動の概要 

 

平成２２年度は、愛知県及び関係する市町村、愛知県森林組合連合会並び

に関係する森林組合・林業事業体等の協力の下で、平成２２年度事業計画に

基づき事業を実施した。 

 

１  高性能林業機械活用事業    １５，１３２，５２０円 

（１）高性能林業機械導入事業   ５，７８１，２６４円 

林業の生産性の向上と就労条件の改善を図るため、基金で保有してい

る高性能林業機械の森林組合等林業事業体への貸出し等を行った。 

ア  機械貸出 

機械 台数 貸出日数 借受者 

プ ロ セ ッ サ ７台 ２，１３２日 森林組合等  ７事業体 

タ ワ ー ヤ ー ダ ２台 １３日 森林組合２事業体 

スイングヤーダ ７台 ２，４４５日 森林組合等７事業体 

フ ォ ワ ー ダ ６台 ２，１７０日 森林組合    ５事業体 

ロングアームハーベスタ １台 ３５９日 森林組合等  ２事業体 

計 ２３台 ７，１１９日  

イ機械維持管理 

高性能林業機械の特定自主検査と共に機械の良好な維持・管理のた

めに必要な都度維持修繕等を行った。 

ウ  巡回点検等 

高性能林業機械の受け渡し、故障等の立会い点検及び日常点検に必

要なメンテナンス講習を行った。 

・点検委託先豊田森林組合 

・メンテナンス講習会   

  実 施  豊田森林組合木材センター 14 名参加  

   

（２）高性能林業機械オペレーター養成事業  １，３５１，２５６円 

高性能林業機械の安全かつ効率的な活用を図るため、林業作業員等が



 

運転操作及び機械と安全作業の知識を習得するオペレーター養成のため

の事業を実施した。 

ア  高性能林業機械オペレーター養成研修 

  高性能林業機械を操作する者を対象に操作に必要な知識、技能を習

得させるための研修を実施した。 

・参 加 者    森林組合等林業事業体に雇用されている者 

・実  施  １２名で２０日間の研修 

イ  高性能林業機械オペレーター養成研修助成 

森林組合等の事業主が雇用する林業作業員等を基金が実施する高性

能林業機械オペレーター養成研修に参加させるために要する経費（研

修期間中の賃金）について助成した。（助成率：定額） 

・助 成 先    森林組合等４事業体の６名 

ウ  高性能林業機械オペレーター技術向上研修助成 

スイングヤーダ、プロセッサ、フォワーダの３種類の高性能林業機

械を使用した低コスト木材生産システムを運用するために必要な知

識・技能を習得させる、高性能林業機械オペレーターのレベルアップ

研修経費について助成した。（助成率：定額） 

・助 成 先    森林組合２事業体 

 

（３）高性能林業機械活用対策助成事業   ８，０００，０００円 

高性能林業機械の活用促進と一層のコスト削減を図るため、作業ポイ

ント等の設置に必要な経費について助成した。（助成率：定額） 

・助 成 先    森林組合６事業体の事業地２６ヶ所 

 

２  林業担い手育成事業      ４２，８４０，３６０円 

（１）林業担い手確保支援事業 １９，７２９，４６６円 

ア  社会保険料助成事業 

森林組合等林業事業体の事業主が雇用する通年就労の基幹作業員に

ついて、雇用保険、健康保険等の社会保険料の納付に要する経費につ

いて助成した。（助成率 1/3 以内） 

・助 成 先  ６森林組合 １１３名 



 

・対 象  （６０歳未満、年間就労２００日以上の者） 

イ  退職金共済制度掛金助成事業 

森林組合等林業事業体の事業主が退職金共済制度に加入し、雇用す

る林業作業員の退職金掛金を納付するのに要する経費について、市町

村の補助を前提に助成した。（助成率 1/3 以内） 

（ア）中小企業退職金共済制度掛金助成事業 

・助 成 先  ６市町村（７森林組合） １４６名     

・対 象  （年間就労１５０日以上見込める者） 

（イ）林業退職金共済制度掛金助成事業 

・助 成 先  ４市町村（森林組合等１４林業事業体） ６９名  

 

（２）新規参入促進事業   ５，０９８，５７０円 

ア林業就業前研修 

林業への新規就業を促進するため、就業希望者に対する林業入門研

修を実施した。 

・参 加 者  就業希望者 

・実  施  １４名で４日間の研修  

イ  林業就業支援事業 

林業への就業希望求職者に対し、林業への就業意識の明確化を図る

ため、全国森林組合連合会からの委託を受け体験講習等を実施した。 

・参 加 者  １７名で１８日間研修 

・実  施  森林・林業の知識、林業就業の心構え、施設見学、

刈払機・チェンソー操作等 

ウ  緑の雇用担い手対策事業 

森林整備に意欲のある者等に対して、安全で効率的な林業の実施に

必要な知識と技能を習得させ、林業への就業・定着を推進するための

研修等を実施した。 

・参加事業    １１事業体（森林組合４、民間事業体７） 

・実  施  各事業体において受入研修生２４名で１０日間の集

合研修（専門研修） 

職場内育成研修（ＯＪＴ）の監督・検査 



 

 

（３）労働力確保支援事業    １８，０１２，３２４円 

林業労働力の確保・育成のための業務、新規参入の促進と林業雇用・

労働条件の安定・改善及び優れた林業従事者を育成するための研修事業

等を実施した。 

ア  林業労働力確保支援センター推進事業 

林業労働力の確保・育成など支援センターの運営に関する林業労働

力育成協議会の開催、林業事業体に対する相談窓口の開設等を行った。 

イ  地域林業雇用改善促進事業 

林業雇用改善アドバイザーによる事業主等に対する指導・助言や林

業就業相談及び林業の雇用、作業改善等のための交流会、セミナーの

開催など厚生労働省（愛知労働局）からの委託を受けて実施した。 

（ア）相談指導事業 

林業雇用改善アドバイザーによる指導・助言（相談活動）を実施

した。 

個別事業体相談    １５９件（うち電話による相談８８件） 

求職者就業相談    ６４件（うち電話による相談４７件） 

※他に森林の仕事ガイダンス等による相談     ９１件 

（イ）研修事業等 

雇用改善セミナー、雇用情報の収集・提供を行った。 

①  雇用改善促進セミナーの開催 

・実施場所  岡崎市 

・出 席 者   林業事業体雇用主等２９名 

②  林業雇用情報誌の発行 

「林業雇用情報あいち」第２２・２３号の発行  各３５０部 

ウ  基幹林業技術者研修 

森林組合等林業事業体に雇用されている主として中堅的な林業作業

員林業従事者を対象に知識、技術の向上（資格取得）を図るための研

修を実施した。 

・参 加 者  １２名で２６日間の研修 

エ  森林整備技術者養成事業 



 

あいち森と緑づくり事業による森林整備の実施に伴い、これらに従 

事する人材を養成する必要があるため、技術・技能を習得させる研修 

を実施し、技術者の確保・育成を図った。 

      ・参 加 者 ４６名で２９日間の研修 

 

３  普及啓発事業      １，０２４，３４５円 

ア林業作業体験 

都市住民等を対象に、森林・林業への理解を深めてもらうため植林・

下刈・間伐等一連の林業作業の体験研修を実施した。 

・実施場所    設楽町津具 

・実  施  ５名で７日間の作業体験 

イ森林・林業現地交流会 

都市住民等を対象に、怒田沢の森散策、間伐、玉切り、山の道具の

使い方等の作業体験を実施し、森林・林業の重要性について普及啓発

を図った。 

・実施場所  豊田市（怒田沢県有林） 

・実  施  ２５名で１日の現地交流  

ウ  林業関係現地見学会 

    林業関係高校生が先進的林業の作業現場を見学、体感することを通

して職業としての林業の理解促進を図った。 

    ・参 加 者    林業関係高校生 ３校 １０５名 

（安城農林高校森林環境科、猿投農林高校林産工芸科、田口高校林業科） 



（単位：円）

科                    目 当年度 前年度 増減

Ⅰ  資産の部
１． 流動資産

現金預金 9,862,946 16,377,357 -6,514,411

未収金 2,858,000 6,946,031 -4,088,031

前払金 0 22,237 -22,237

流動資産合計 12,720,946 23,345,625 -10,624,679
２． 固定資産

（１）基本財産 2,724,514,128 2,724,274,792 239,336

（２）特定資産 100,362,251 117,202,199 -16,839,948

（３）その他の固定資産 5,051,400 51,400 0

固定資産合計 2,829,927,779 2,841,528,391 -16,600,612

資産合計 2,842,648,725 2,864,874,016 -27,225,291

Ⅱ  負債の部
１． 流動負債

未払金 1,602,073 1,567,562 34,511

預り金 303,210 238,600 64,610

賞与引当金 218,000 0 218,000

負債合計 2,123,283 1,806,162 99,121

Ⅲ  正味財産の部
１． 指定正味財産 2,742,818,533 2,755,069,277 -12,250,744

２． 一般正味財産 97,706,909 107,998,577 -10,291,668

正味財産合計 2,840,525,442 2,863,067,854 -22,542,412

負債及び正味財産合計 2,842,648,725 2,864,874,016 -22,443,291

 貸  借　対　照　表 

平成２３年３月３１日現在



（単位：円）

科                    目 当年度 前年度 増減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

１． 経常増減の部

(1) 経常収益

①基本財産運用益 45,224,200 50,553,720 -5,329,520

基本財産受取利息 45,224,200 50,553,720 -5,329,520

②特定資産運用益 43,878 64,547 -20,669

特定資産受取利息 43,878 64,547 -20,669

③事業収益 11,712,200 15,018,500 -3,306,300

機械利用料収益 11,712,200 15,018,500 -3,306,300

④受取補助金等 34,854,997 35,823,168 -968,171

受取補助金 11,839,130 15,179,155 -3,340,025

受託収益 23,015,867 20,644,013 2,371,854

⑤雑収益 24,349 27,899 -3,550

受取利息 11,979 14,299 -2,320

雑収益 12,370 13,600 -1,230

経常収益計 91,859,624 101,487,834 -9,628,210

(2) 経常費用

①事業費 87,231,673 90,166,732 -2,935,059
高性能林業機械
導入事業費 34,015,712 40,211,581 -6,195,869
高性能林業機械
オペレーター養成事業費 1,351,256 1,538,520 -187,264
高性能林業機械活用
対策助成事業費 8,000,000 7,864,000 136,000
林業担い手確保支援事業費 19,729,466 17,491,599 2,237,867

新規参入促進事業費 5,098,570 5,868,486 -769,916

労働力確保支援事業費 18,012,324 16,428,541 1,583,783

普及啓発事業費 1,024,345 764,005 260,340

②管理費 14,196,119 14,763,270 -567,151

役員報酬 5,358,115 6,464,556 -1,106,441

給与費 4,482,996 3,757,623 725,373

管理経費 4,355,008 4,541,091 -186,083

経常費用計 101,427,792 104,930,002 -3,502,210

当期経常増減額 -9,568,168 -3,442,168 -6,126,000

 正味財産増減計算書 

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで



（単位：円）

科                    目 当年度 前年度 増減

２． 経常外増減の部

(1) 経常外収益

固定資産売却益 0 2,696,357 -2,696,357

経常外収益計 0 2,696,357 -2,696,357

(2) 経常外費用

固定資産売却損 723,500 1,265,500 -542,000

経常外費用計 723,500 1,265,500 -542,000

当期経常外増減額 -723,500 1,430,857 -2,154,357

当期一般正味財産増減額 -10,291,668 -2,011,311 -8,280,357

一般正味財産期首残高 107,998,577 110,009,888 -2,011,311

一般正味財産期末残高 97,706,909 107,998,577 -10,291,668

Ⅱ  指定正味財産増減の部

①受取補助金等 0 0 0

②基本財産運用益 44,447,586 47,883,882 -3,436,296

基本財産受取利息 44,447,586 47,883,882 -3,436,296

③一般正味財産への振替額 -56,698,330 -64,569,425 7,871,095

一般正味財産への振替額 -56,698,330 -64,569,425 7,871,095

当期指定正味財産増減額 -12,250,744 -16,685,543 4,434,799

指定正味財産期首残高 2,755,069,277 2,771,754,820 -16,685,543

指定正味財産期末残高 2,742,818,533 2,755,069,277 -12,250,744

Ⅲ  正味財産期末残高 2,840,525,442 2,863,067,854 -22,542,412



Ⅰ  資産の部

 １   流動資産

普通預金 9,862,946

未収金 2,858,000

      流動資産合計 12,720,946

 ２   固定資産

      （1）基本財産

            投資有価証券

              地方債 2,723,615,878

             定期預金 898,250

          基本財産合計 2,724,514,128

      (２)特定資産

             機械及び装置 64,489,551

　　　　　機械準備資産 35,872,700

特定資産合計 100,362,251

      (３)その他の固定資産

　　　　　財源調整資産 5,000,000

　　　　　車両運搬具 51,400

その他の固定資産合計 5,051,400

           固定資産合計 2,829,927,779

             資産合計 2,842,648,725

Ⅱ  負債の部

 １   流動負債

         流動負債

            未払金 1,602,073

            預り金 303,210

            賞与引当金 218,000

       流動負債合計 2,123,283

       負債合計 2,123,283

         正味財産 2,840,525,442

 財   産   目   録 
平成２３年３月３１日現在

（単位：円）

科                    目 金                    額



(事業活動収支の部) （単位：円）

科　　　目 予　算　額 決算額 差異 備　　考

１．事業活動収入

基本財産運用収入 44,803,000 45,224,200 -421,200

基本財産利息収入 44,803,000 45,224,200 -421,200

特定資産運用収入 1,000 43,878 -42,878

特定資産利息収入 1,000 43,878 -42,878

事業収入 11,336,000 11,712,200 -376,200

機械利用料収入 11,336,000 11,712,200 -376,200

補助金等収入 32,103,000 23,380,867 8,722,133

補助金収入 1,040,000 365,000 675,000

受託金収入 31,063,000 23,015,867 8,047,133

雑収入 2,000 24,349 -22,349

受取利息 1,000 11,979 -10,979

雑収入 1,000 12,370 -11,370

事業活動収入計  A 88,245,000 80,385,494 7,859,506

２．事業活動支出

事業費支出 73,614,000 58,997,225 14,616,775
高性能林業機械
導入事業費支出 6,986,000 5,781,264 1,204,736
高性能林業機械オペレーター
養成事業費支出 2,842,000 1,351,256 1,490,744
高性能林業機械活用
対策助成事業費支出 8,000,000 8,000,000 0
林業担い手確保支援
事業費支出 19,750,000 19,729,466 20,534

新規参入促進事業費支出 7,943,000 5,098,570 2,844,430
労働力確保支援
事業費支出 26,861,000 18,012,324 8,848,676

普及啓発事業費支出 1,232,000 1,024,345 207,655

管理費支出 17,281,000 13,978,119 3,302,881

役員報酬支出 5,629,000 5,140,115 488,885

給与費支出 5,328,000 4,482,996 845,004

管理経費支出 6,324,000 4,355,008 1,968,992

事業活動支出計   B 90,895,000 72,975,344 17,919,656

事業活動収支差額 Ｃ=A-B -2,650,000 7,410,150 -10,060,150

 収  支  計  算  書 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで



(投資活動収支の部)
（単位：円）

科　　　目 予　算　額 決算額 差異 備　　考

１．投資活動収入

固定資産売却収入 1,000 756,000 -755,000

投資活動収入計　Ｄ 1,000 756,000 -755,000

2．投資活動支出

基本財産取得支出 1,016,000 1,015,950 50

投資有価証券取得支出 1,016,000 1,015,950 50

特定資産取得支出 12,874,000 12,874,000 0

機械準備積立支出 12,874,000 12,874,000 0

固定資産取得支出 5,000,000 5,000,000 0

財源調整積立支出 5,000,000 5,000,000 0

投資活動支出計　Ｅ 18,890,000 18,889,950 50

投資活動収支差額 Ｆ＝Ｄ－Ｅ -18,889,000 -18,133,950 -755,050

(その他)

当 期 収 支 差 額 Ｇ ＝ Ｃ ＋ Ｆ -21,539,000 -10,723,800 -10,815,200

前 期 繰 越 収 支 差 額 Ｈ 21,539,000 21,539,463 -463

次期繰越収支差 額 Ｉ ＝Ｇ ＋Ｈ 0 10,815,663 -10,815,663



 

 

平 成 ２３ 年 度 事 業 計 画 書 

(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで) 

 

Ⅰ  事業の目的 

本県森林・林業の永続的な発展と魅力ある山村社会の形成に資するため、

高性能林業機械の活用による生産コストの低減と就労条件の改善を進めると

ともに、森林・林業の担い手の確保支援を進める。 

さらに、県民の生活環境保全に寄与する森林整備の重要性等の認識を助長

し、もって本県の林業振興と山村の活性化に寄与することを目的とする。 

 

Ⅱ  事業の内容 

  １  高性能林業機械活用事業   ２４，８１４千円 

   (1)  高性能林業機械導入事業   １７，５５９千円 

林業の生産性の向上と就労条件の改善を図るため、森林組合等林業事

業体に高性能林業機械の貸付、講習等を行う。 

また、森林組合等林業事業体が高性能林業機械を導入する経費に対し

て助成を行う。 

ア 機械の貸付 

スイングヤーダ７台、プロセッサ７台、フォワーダ６台 

ロングアームハーベスタ１台                   計２１台 

貸 出 区 分 貸  出  機  械 

セット貸付(14台)  スイングヤーダ4台､プロセッサ5台､フォワーダ5台 

個 別貸付( 7台)
 スイングヤーダ3台､プロセッサ2台  

ロングアームハーベスタ1台、フォワーダ1台 

 

イ 機械維持管理 

高性能林業機械の点検・修繕を行う。 

区    分 維 持 管 理 

セット貸付(14台)  点検 

個 別貸付( 7台)  点検及び修繕 

 

 

ウ 機械導入助成 

森林組合等林業事業体が林業・木材産業構造改革事業等を活用して



 

 

高性能林業機械を導入する経費について助成する。 

（助成対象：森林組合等林業事業体、助成率：林業・木材産業構造改

革事業補助金等と合わせて１／２以内） 

高性能林業機械    ３台 

 

   (2)  高性能林業機械オペレーター養成事業   ２，０００千円 

 高性能林業機械オペレーター技術向上研修助成 

森林組合等林業事業体及び低コスト木材生産システムに取り組む事業

体等が、雇用する高性能林業機械オペレーターを対象として低コスト

木材生産システムの運用等に必要な技術・技能を習得させるためのレ

ベルアップ研修に要する経費助成（助成率：基準に定める限度額以内）

と今後活用が期待される高性能林業機械の実証検討に要する経費を負

担する。 

・対象事業体 ７森林組合、林業事業体等 

 

   (3)  高性能林業機械活用対策助成事業   ５，２５５千円 

高性能林業機械施業促進事業助成 

高性能林業機械の活用促進と一層のコスト削減・材の利活用を図るた

め、作業ポイント等の設置と作業ポイントを活用した未利用材等の集配

・積み込みの機械の活用に必要な経費について助成する。 

（助成対象：森林組合等林業事業体、助成率：基準に定める限度額以内） 

 
 ２  林業担い手育成事業   ５５，１３０千円 

   (1)  林業担い手確保支援事業   １６，９２９千円 

ア 社会保険料助成事業 

森林組合等林業事業体の事業主が雇用する通年就労の基幹作業員

について、雇用保険、健康保険等の社会保険料の納付に要する経費に

助成する。 

（助成対象：森林組合、助成対象限度額：標準報酬月額２８０千円、

助成率:１／３以内） 

・対象人員 １１５名 

イ 退職金共済制度掛金助成事業 

森林組合等林業事業体の事業主が退職金共済制度に加入し、雇用す



 

 

る林業作業員の退職金掛金を納付するに要する経費について、市町村

の補助を前提に助成する。 

(ｱ) 中小企業退職金共済制度掛金助成事業 

（助成対象:森林組合･愛知県森林組合連合会､助成率:１／３以内） 

・対象人員 １５５名 

(ｲ) 林業退職金共済制度掛金助成事業 

（助成対象:森林組合等林業事業体､助成率:１／３以内） 

・対象人員 ７０名 
 

   (2)  新規参入促進事業  ３０，９５２千円 

ア 林業就業支援事業 

林業への就業を希望する求職者の就業意識の明確化・就業の円滑化

を図り、緑の雇用担い手対策事業につなげるため、林業に対する職業

理解、安全衛生教育及び現地講習、林業関係施設の見学等を行う。 

・対 象 者 就業希望者   

・対象人員 １５名 ２１日 

イ 緑の雇用事業 

森林・林業に意欲のある者等に対して、安全で効率的な林業の実施

に必要な知識と技能を習得させることにより、段階的、かつ体系的に

現場技能者を育成する。 

・実施内容 １年目研修、２年目研修、３年目研修実施、指導員研修 

事業体の監督・検査、取り纏め 

・対象人員 ７０名程度 

 

   (3)  労働力確保支援事業   ５，８６７千円 

ア 支援センター推進事業 

林業労働力確保支援センターの運営に関する協議会の開催、林業事

業体からの相談窓口の開設等を行う。 

(ｱ) 運営協議会 

１回 

(ｲ) 事業体相談窓口業務 

個別事業体相談、求職者就業相談  

イ 地域林業雇用改善促進事業 



 

 

雇用管理の改善の促進により、林業労働力の確保を図るため、厚生

労働省から委託を受けて、就業希望者に対する相談指導、求人・求職

情報の収集及び雇用改善に関する研修等を行う。 

(ｱ) 相談指導事業 

林業雇用改善アドバイザーによる雇用・就業相談、指導の実施、

求人・求職情報の整備・提供及び林業・木材産業懇談会 

個別事業体相談 １６０件  求職者就業相談 ９０件 

(ｲ) 研修事業等 

雇用改善セミナー、職場見学会及び雇用情報の収集（情報誌発行） 

ウ 林業架線作業主任者養成研修  

架線を必要とする高性能林業機械の操作をする作業員を対象に、労

働安全衛生規則に基づく運転操作、機械知識、安全知識等の研修を実

施し、林業架線作業主任者免許を取得させ技術者を養成する。 

・対 象 者 森林組合等林業事業体に雇用されている者 

・対象人員 ８名 １７日 

 

   (4) 普及啓発事業   １，３８２千円 

林業作業体験等を行い、都市住民等に森林・林業の大切さの醸成や就業

への動機付けを図る。 

ア 林業作業体験 

都市住民等を対象に林業の各種作業をする体験を通して森林整備に

ついて理解を深めるための事業を行う。 

・参 加 者 １０名 ７日 

イ  森林・林業現地体験 

林業関係高校生を対象に、除間伐等の作業体験、林業作業現場の見

学等を実施し、森林・林業の重要性について啓発をするとともに林業

関係への就業促進を図る。 

・林業関係高校生対象  ３回 

 

 

 

 

 



(事業活動収支の部) （単位：千円）

科　　　目 予　算　額 前年度予算額 増減

１．事業活動収入

基本財産運用収入 40,171 43,787 -3,616

基本財産利息収入 40,171 43,787 -3,616

特定資産運用収入 1 1 0

特定資産利息収入 1 1 0

事業収入 10,256 11,336 -1,080

機械利用料収入 10,256 11,336 -1,080

補助金等収入 35,659 30,947 4,712

補助金収入 30 1,040 -1,010

受託金収入 35,629 29,907 5,722

雑収入 2 2 0

受取利息収入 1 1 0

雑収入 1 1 0

事業活動収入計  A 86,089 86,073 16

２．事業活動支出

事業費支出 79,944 72,458 7,486

高性能林業機械導入事業費支出 17,559 7,936 9,623
高性能林業機械オペレーター養成事
業費支出 2,000 2,842 -842
高性能林業機械活用対策助成事業
費支出 5,255 8,000 -2,745

林業担い手確保支援事業費支出 16,929 18,800 -1,871

新規参入促進事業費支出 30,952 7,527 23,425

労働力確保支援事業費支出 5,867 26,121 -20,254

普及啓発事業費支出 1,382 1,232 150

管理費支出 10,819 16,981 -6,162

役員報酬支出 0 5,629 -5,629

給与費支出 5,406 5,328 78

管理経費支出 5,413 6,024 -611

事業活動支出計   B 90,763 89,439 1,324

事業活動収支差額 Ｃ=A-B -4,674 -3,366 -1,308

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

収    支    予    算    書



科　　　目 予　算　額 前年度予算額 増減

１．投資活動収入

固定資産取崩収入 4,672 3,364 1,308

財源調整積立取崩収入 4,672 3,364 1,308

固定資産売却収入 1 1 0

機械及び装置売却収入 1 1 0

投資活動収入計　Ｄ 4,673 3,365 1,308

2.投資活動支出

投資活動支出計　Ｅ 0 0 0

投資活動収支差額 Ｆ＝Ｄ－Ｅ 4,673 3,365 1,308

(その他)

当 期 収 支 差 額 Ｇ ＝ Ｃ ＋ Ｆ -1 -1 0

前 期 繰 越 収 支 差 額 Ｈ 1 1 0

次期繰越収支差額 Ｉ＝Ｇ＋Ｈ 0 0 0
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